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『
左
伝
』
所
述
「
爰
田
」
考

二
八
七
（
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八
七
）　

一　

は
じ
め
に

黄
河
流
域
で
は
、
古
代
、
殊
に
春
秋
戦
国
時
代
に
お
い
て
様
々

な
開
発
が
試
み
ら
れ
、
以
後
、
二
十
世
紀
ま
で
持
続
し
た
巨
大
な

〈
中
国
〉
を
形
成
し
て
ゆ
く
礎
え
と
な
っ
た
。
そ
の
原
動
力
と
し

て
、
各
国
の
開
発
競
争
＝
富
国
強
兵
策
と
概
括
さ
れ
る
国
家
抗
争

と
そ
の
戦
略
を
想
定
す
る
の
が
、
一
般
的
で
あ
る
。

戦
国
時
代
に
は
、
秦
と
齊
が
、
東
西
対
決
の
様
相
を
呈
す
。
こ

れ
に
遡
る
春
秋
時
代
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
左
氏
伝
（
以
下
、『
左

伝
』
と
略
記
）』
に
お
い
て
、
晋
と
楚
の
戦
争
が
大
き
く
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
晋
は
戦
国
時
代
、
韓
・
魏
・
趙
三
国
に
分
裂
し
た
。

秦
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
著
に
述
べ
た）

1
（

よ
う
に
、
元
来
馬
牧
畜

に
従
事
し
て
い
た
秦
族
が
、
西
周
以
来
の
農
業
生
産
地
で
あ
っ
た

関
中
盆
地
を
制
圧
し
た
。
戦
国
期
に
入
っ
た
前
三
五
一
年
、
孝
公

期
の
商
鞅
変
法
に
よ
っ
て
、
国
家
経
済
政
策
の
中
核
を
穀
物
生
産

に
変
換
し
、
治
下
の
社
会
構
成
を
も
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
変
革
す

る
こ
と
で
、
富
国
強
兵
を
果
た
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
東

方
の
齊
で
は
、
こ
れ
も
既
に
述
べ
た）

2
（

よ
う
に
、
や
は
り
元
来
は
羊

遊
牧
民
で
あ
っ
た
齊
族
が
、
周
王
に
封
建
さ
れ
て
山
東
の
支
配
を

開
始
し
た
。
戦
国
期
に
入
る
と
彼
ら
は
、
そ
の
域
内
の
多
様
な
自

然
環
境
に
応
じ
て
、
穀
物
生
産
以
外
の
産
業
、
牧
畜
・
漁
労
・
織

物
生
産
・
木
工
・
鉱
業
等
の
生
産
特
区
的
地
域
の
設
立
を
計
画
し

て
地
域
分
業
政
策
を
行
い
、
そ
れ
ら
の
産
品
の
流
通
機
能
を
国
家

が
掌
握
す
る
こ
と
で
、
秦
と
は
異
な
る
富
国
強
兵
策
を
実
現
し
た

の
で
あ
る
。

で
は
、
春
秋
時
代
、
こ
の
二
国
の
中
ほ
ど
に
あ
っ
て
覇
を
唱
え

た
も
の
の
や
が
て
分
裂
し
た
晋
は
、
ど
の
よ
う
な
開
発
方
法
を

採
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
左
伝
』
所
述
「
爰
田
」
考

　
　

─
環
境
史
の
立
場
か
ら

─

原　
　
　

宗　

子
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晋
が
強
大
化
し
た
過
程
に
つ
い
て
、
最
も
豊
富
な
史
料
を
残
す

の
は
、
上
述
の
『
左
伝
』
で
あ
る
。

そ
の
記
録
の
中
で
、
従
来
、
晋
富
強
化
の
出
発
点
と
し
て
注
目

を
集
め
て
き
た
の
は
、
僖
公
十
五
（
前
六
四
五
）
年
の
条）

3
（

に
見
え

る
「
爰
田
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。

「
爰
田
」
と
い
う
言
葉
は
、
後
の
秦
に
お
い
て
、
商
鞅
が
変
法

政
策
を
実
施
し
た
際
、
実
行
さ
れ
た
「
轅
田
」
と
い
う
政
策
と
概

ね
同
じ
も
の
だ
、
と
見
る
見
解
が
圧
倒
的
な
の
だ
が
、
そ
の
実
態

に
関
し
て
は
、
様
々
な
議
論
が
あ
っ
て
、
い
ま
だ
定
説
が
無
い
。

本
稿
で
は
、
こ
の
「
爰
田
」
に
着
目
し
実
態
を
探
っ
て
ゆ
く
。

そ
の
際
上
述
の
、
戦
国
期
秦
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
と
い
う
「
轅

田
」
に
関
す
る
議
論）

4
（

に
は
、
立
ち
入
ら
な
い
。
三
百
年
隔
た
っ
た

時
代
に
、
現
在
の
省
区
分
で
は
隣
り
合
う
と
は
い
え
、
か
な
り
離

れ
た
場
所
で
行
わ
れ
た
と
見
る
べ
き
二
種
の
農
耕
な
い
し
生
産
活

動
の
実
態
を
、
い
か
に
権
威
あ
る
旧
註
に
拠
る
と
は
い
え
、
同
列

に
論
じ
て
き
た
従
来
の
議
論
の
進
め
方
に
疑
問
を
感
じ
る
か
ら
で

も
あ
る
。

が
、
そ
れ
以
上
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
ざ
る
を
え
な
い
材
料
│

『
左
伝
』
に
つ
い
て
、
様
々
な
評
価
が
あ
り
、
こ
れ
を
、
近
年
出

土
し
た
諸
資
料
な
ど
と
比
較
検
討
す
る
作
業
も
無
論
必
要
で
は
あ

る
も
の
の
、
現
在
ま
だ
そ
れ
を
客
観
的
に
行
い
う
る
状
況
に
は
な

い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。『
左
伝
』・
出
土
資
料
双
方
に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
の
記
載
を
如
何
な
る
歴
史
実
態
の
反
映
と
見
う
る
か
、
慎

重
な
検
討
が
必
要
だ
と
考
え
る
。『
春
秋
』
に
つ
い
て
は
「
述
べ

て
作
ら
ず
」
と
い
う
評
価
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
で
は
、
近
年
影

が
薄
く
な
り
つ
つ
あ
る
も
の
の
か
つ
て
偽
書
説
ま
で
唱
え
ら
れ
た

『
左
伝
』
は
ど
う
か
。「
爰
田
」
に
関
わ
る
諸
要
素
に
つ
い
て
、
現

行
の
『
左
伝
』
が
「
作
ら
ず
」〈
述
〉
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る

と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
な
の
か
、
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
情
報
を
提

供
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
み
、
先
ず
整
理
す
る
必
要
を
感
じ

る
。環

境
史
の
立
場
で
、
以
前
、『
韓
非
子
』
の
「
株
を
守
る
」
条

を
取
り
上
げ
た
際
、
さ
る
中
国
近
代
思
想
史
の
老
大
家
か
ら

「『
韓
非
子
』
は
森
林
の
開
発
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、

儒
家
批
判
の
書
で
あ
る
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
御
指
摘
を
蒙
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
御
意
見
に
は
従
い
得
な
い
。

例
え
儒
家
批
判
の
た
め
の
比
喩
と
し
て
描
写
し
た
光
景
で
あ
る
に

も
せ
よ
、「
兎
が
跳
ん
で
く
る
森
林
を
切
り
開
い
た
耕
地
」
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、『
孟
子
』
に
見

え
る
牛
山
の
光
景
も
、『
孟
子
』
の
作
成
意
図
は
、
人
心
の
涵
養

を
勧
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
臨
淄
郊
外
に
一
木
一
草
も
な

く
な
っ
た
禿
山
の
牛
山
が
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
も

（
二
八
八
）　
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明
ら
か
で
、
そ
こ
に
こ
そ
重
要
な
情
報
が
示
さ
れ
て
い
る
。
環
境

史
（
歴
史
学
一
般
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

が
）
が
目
指
す
も
の
は
、
史
料
の
《
書
き
手
（
筆
者
な
い
し
筆
者

集
団
）》
の
執
筆
意
図
を
再
現
・
体
得
す
る
こ
と
に
は
無
い
。
史

料
が
場
合
に
よ
っ
て
は
意
図
さ
え
せ
ず
、
文
章
の
表
面
な
い
し
背

面
に
潜
ま
せ
て
い
る
当
時
の
環
境
に
関
す
る
情
報
を
、
如
何
に
読

み
解
い
て
ゆ
き
う
る
か
、
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
左
伝
』
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
、
成
立
年
代
や
事
情
に
関
し

て
未
だ
確
た
る
定
説
を
み
て
い
な
い
書
で
あ
る
以
上
、
二
千
年
受

け
継
が
れ
て
き
た
現
行
『
左
伝
』
そ
の
も
の
の
テ
キ
ス
ト
が
伝
え

て
い
る
こ
と
は
何
な
の
か
、
差
し
当
た
り
確
認
し
て
お
く
こ
と
で
、

春
秋
時
代
晋
の
環
境
の
実
態
と
、
晋
の
開
発
政
策
が
も
っ
た
意
味

（
を
、『
左
伝
』
の
書
き
手
と
読
み
手
が
ど
う
見
て
き
た
か
）
に
つ

い
て
考
察
す
る
手
掛
り
が
得
ら
れ
よ
う
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

二　
《
爰
田
》
の
出
現

ま
ず
、「
爰
田
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
『
左
伝
』
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
、
極
め
て
有
名
な
話
で
あ
る
か
ら
、
荘
公
二
十
八
年
条

以
下
の
二
、
三
の
記
載
を
も
と
に
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

晋
の
献
公
は
、
紀
元
前
六
六
六
年
、
齊
の
女
が
生
ん
だ
太

子
・
申
生
を
晋
の
祖
先
が
勃
興
し
た
場
所
・
曲
沃
に
、
大
戎

の
女
が
生
ん
だ
重
耳
を
辺
境
の
要
地
（
疆
）・
蒲
城
に
、
小

戎
の
女
が
生
ん
だ
夷
吾
を
や
は
り
辺
境
の
屈
に
駐
屯
さ
せ
、

近
年
、
驪
戎
（
渭
水
下
流
域
が
勢
力
範
囲
）
を
討
伐
し
て
獲

得
し
た
そ
の
一
族
の
女
・
驪
姫
の
二
人
の
子
供
だ
け
を
、
荘

公
の
居
地
・
絳
に
住
む
よ
う
指
示
し
た
。（
こ
れ
は
、
驪
姫

が
梁
五
と
東
開
嬖
五
と
い
う
人
物
に
進
言
さ
せ
た
も
の
だ
っ

た
）〔
荘
公
二
十
八
年
〕

十
年
後
の
前
六
五
五
年
、
驪
姫
は
、
太
子
・
申
生
を
自
殺

さ
せ
る
。
重
耳
は
逃
亡
し
て
狄
の
勢
力
範
囲
に
逃
げ
、
夷
吾

は
、
翌
六
五
四
年
献
公
に
攻
撃
さ
れ
て
梁
に
逃
亡
し
た
。
こ

の
時
、
晋
の
人
々
は
、
梁
五
と
東
開
嬖
五
を
「
二
耦
」
と
呼

ん
だ
。〔
僖
公
五
〜
六
年
〕

前
六
五
一
年
九
月
、
献
公
が
逝
去
す
る
と
、
晋
内
部
の
勢

力
争
い
で
驪
姫
の
子
は
殺
害
さ
れ
、
公
子
夷
吾
が
齊
と
連
合

し
た
秦
の
穆
公
の
後
押
し
で
晋
に
戻
り
即
位
し
た
。
恵
公
で

あ
る
。〔
僖
公
九
年
〕

彼
は
、
帰
国
を
応
援
し
て
く
れ
れ
ば
黄
河
南
岸
で
は
崋
山

以
東
の
五
城
、
黄
河
南
下
部
で
は
解
梁
城
を
秦
に
譲
る
と
約

束
し
て
い
に
も
拘
ら
ず
、
実
行
し
な
か
っ
た
。
帰
国
の
翌
年
、

晋
領
内
が
不
作
に
見
舞
わ
れ
秦
に
穀
物
救
援
を
要
請
し
た
。
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秦
公
は
聞
き
入
れ
た
が
、
そ
の
翌
年
、
今
度
は
秦
の
領
内
が

不
作
に
な
り
、
穆
公
が
前
年
の
返
礼
に
穀
物
救
援
を
要
請
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恵
公
は
応
じ
な
か
っ
た
。
秦
の
輿
論

は
怒
り
、
六
四
五
年
秦
は
晋
を
攻
撃
し
た
。〔
僖
公
十
三
年

〜
十
五
年）

5
（

〕

晋
は
韓
原
な
ど
で
の
戦
い
で
敗
戦
し
、
恵
公
は
秦
の
捕
虜

と
な
っ
た
。
そ
こ
で
恵
公
は
、
付
き
従
っ
て
い
た
家
来
の
郤

乞
を
晋
に
派
遣
し
、
晋
国
内
に
残
っ
て
い
た
政
治
家
・
瑕
呂

飴
甥
を
秦
に
呼
び
寄
せ
よ
う
と
し
た
。
帰
国
し
た
郤
乞
に
、

瑕
呂
飴
甥
は
次
の
よ
う
に
伝
え
た
。

「
国
の
人
々
を
宮
殿
に
呼
び
集
め
、
恵
公
様
か
ら
の
御
言

い
つ
け
だ
、
と
し
て
恩
賞
を
与
え
な
さ
い
。
ま
た
彼
ら
に
、

恵
公
様
の
お
言
葉
だ
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
い
な
さ
い
。

「『
私
、
恵
公
は
、
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
た
か
ら
、
今
後
帰
国

で
き
た
と
し
て
も
、
社
稷
（
国
の
尊
厳
）
を
傷
つ
け
た
こ
と

に
な
る
。
息
子
の
圉
に
仕
え
て
く
れ
る
か
（
自
分
が
退
位
し

た
ら
太
子
・
圉
を
新
し
い
君
主
と
し
て
く
れ
る
か
）
検
討
し

て
お
く
れ
。』
と
」。

郤
乞
が
教
え
ら
れ
た
通
り
人
々
を
集
め
て
そ
う
伝
え
る
と
、

民
衆
は
皆
慟
哭
し
た
。
晋
の
国
で
は
、
そ
こ
で
「
爰
田
」
を

作
っ
た
。〔
僖
公
十
五
年
〕

以
上
が
、「
爰
田
」
の
成
立
事
情
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。『
左
伝
』

の
記
載
は
さ
ら
に
続
け
て
、

瑕
呂
飴
甥
が
、
集
ま
っ
て
き
た
人
々
に
対
し
、

「
恵
公
様
は
、
捕
虜
に
な
っ
た
御
自
分
の
不
運
を
嘆
か
れ

な
い
で
、
逆
に
国
民
の
こ
と
を
憂
慮
し
て
お
い
で
に
な
る
。

有
難
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
恵
公
様
に
ど
う
し
て
差

し
上
げ
る
べ
き
か
ね
」

民
衆
は
「
何
を
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
」
と
尋
ね
た
。
瑕

呂
飴
甥
は
答
え
て
、

「
よ
く
征
（
軍
備
）
を
整
え
、
幼
君
を
お
守
り
し
よ
う
。

諸
侯
が
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
ら
、『
晋
で
は
、
君
主
を
失
っ

て
も
君
主
を
保
ち
、
群
臣
は
睦
ま
じ
い
。
軍
備
は
益
々
充
実

し
て
い
る
そ
う
だ
』
と
い
う
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
我
が
国
に

好
意
的
な
ら
、
こ
れ
を
賛
美
す
る
だ
ろ
う
し
、
我
が
国
を
憎

ん
で
い
る
な
ら
懼
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
国
益
だ
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
？
」

民
衆
は
喜
ん
だ
。
晋
の
国
で
は
、
そ
こ
で
、「
州
兵
」
を

作
っ
た
。）

6
（

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
記
し
て
い
る
。

後
段
の
話
で
は
、
新
し
く
「
作
」
ら
れ
た
も
の
が
軍
備
│
武
器

で
あ
り
、
従
来
、
君
主
の
下
に
集
め
ら
れ
て
い
た
軍
事
力
を
、
各



『
左
伝
』
所
述
「
爰
田
」
考

二
九
一
（
二
九
一
）　

地
域
│
州
に
も
設
置
し
、
武
装
を
拡
充
さ
せ
た
、
と
い
う
話
で
あ

る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
後
、
秦
は
重
耳
を
援
助
し
て
晋
に
送
り
込
み
、
瑕

呂
飴
甥
や
郤
乞
ら
恵
公
側
の
晋
人
を
殺
し
て
い
る
。
重
耳
が
即
位

し
、
春
秋
の
覇
者
と
歌
わ
れ
る
〈
文
公
〉
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周

知
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
問
題
の
「
爰
田
」
と
は
、
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
様
々
な
見
解
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

議
論
の
出
発
点
は
、「
爰
田
」
の
「
爰
」
と
い
う
文
字
を
ど
う

解
釈
す
る
か
、
に
関
わ
る
。

漢
字
「
爰
」
の
古
い
字
体
は

で
あ
っ
て
、
二
つ
の
手
が
、

「
土
」
あ
る
い
は
「
于
ウ
」
と
い
う
音
を
挟
む
形
を
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、
①
手
と
手
が
協
力
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
援
助
の

「
援
」
の
意
味
、
②
手
か
ら
手
へ
何
か
を
受
け
渡
す
＝
交
換
す
る

意
味
、
引
い
て
は
、「
易
」
＝
変
更
す
る
意
味
な
ど
の
解
釈
が
発

生
す
る
。
②
に
つ
い
て
は
、
青
銅
器
銘
文
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る

銅
の
イ
ン
ゴ
ッ
ト
の
単
位
で
あ
る

も
参
照
し
う
る
。
手
か
ら

手
へ
●
も
し
く
は
－
で
示
さ
れ
る
イ
ン
ゴ
ッ
ト
が
受
け
渡
さ
れ
る

の
で
、
銅
の
交
換
単
位
の
意
味
に
な
る
の
で
あ
る）

7
（

ま
た
、
爰
田
を
作
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
恵
公
が
「
国
人
」

に
賞
を
与
え
る
、
と
聞
か
さ
れ
た
こ
と
へ
の
感
激
に
あ
る
、
と
理

解
で
き
る
。
そ
こ
で
、「
賞
」
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
は
「
田
」

＝
耕
地
で
あ
ろ
う
、
と
の
解
釈
も
多
い
。
従
っ
て
、
説
話
後
半
の

地
方
軍
設
置
と
併
せ
考
え
、
耕
地
か
ら
の
収
穫
を
軍
備
拡
充
の
費

用
に
あ
て
た
、
と
い
う
解
釈
も
生
ま
れ
や
す
い
。
す
な
わ
ち
、

ａ
王
毓
銓
説
：
恵
公
が
群
臣
に
与
え
た
耕
地
の
収
穫
で
、
軍
事

用
の
車
馬
を
備
え
た
も
の
。
後
年
、
秦
の
商
鞅
変
法
に
お
い
て
取

ら
れ
た
策
が
「
轅
」
と
車
の
轅
を
意
味
す
る
文
字
で
表
現
さ
れ
て

い
る
の
も
、
こ
の
土
地
の
収
穫
で
兵
車
を
製
作
し
た
か
ら）

8
（

。

ｂ
楠
山
修
作
説
：
成
人
男
子
が
軍
事
費
＝
賦
を
負
担
す
る
こ
と

で
、
君
主
に
協
力
す
る
意
味
で
あ
り
、
賞
と
し
て
与
え
ら
れ
た
耕

地
の
収
穫
を
、
賦
と
し
て
提
供
し
て
君
主
を
援
助
し
た
意
味）

9
（

。

ｃ
楊
寛
説
：
従
来
存
在
し
て
い
た
「
井
田
制
」
の
境
界
を
変
更

し
、
耕
地
を
私
人
に
分
割
し
て
賞
与
と
し
た
も
の）

10
（

。

ｄ
太
田
幸
男
説
：
賞
と
し
て
貴
族
層
に
新
規
に
開
拓
で
き
る
土

地
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
耕
し
た
の
は
民
で
あ
っ
て
、
共
同
体

的
管
理
経
営
（
場
合
に
よ
っ
て
は
土
地
割
換
え
制
に
よ
る
経
営
）

が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の）

11
（

。

等
々
の
見
解
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。

以
上
の
諸
説
に
共
通
す
る
の
は
、
説
話
後
半
の
軍
備
拡
充
の
た

め
に
は
、「
耕
地
か
ら
の
収
穫
」
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
い
う
認

識
で
あ
ろ
う
。
が
、
軍
用
品
た
る
「
車
馬
」
を
備
え
る
た
め
に
、
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前
7
世
紀
の
晋
に
お
い
て
、
な
ぜ
穀
物
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
？

三　

晋
の
自
然
環
境

晋
は
、
文
公
が
即
位
し
て
後
、
勢
力
を
拡
大
し
、
前
六
三
五
年

に
は
周
の
襄
王
か
ら
、
元
来
周
室
の
保
有
地
で
あ
っ
た
河
南
の
諸

邑
を
譲
ら
れ
る
な
ど
、
支
配
領
域
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
が
、
恵

公
が
秦
と
交
戦
し
て
い
た
段
階
で
、
晋
の
自
然
環
境
は
ど
の
よ
う

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
晋
│
秦
勢
力
範
囲
の
境
界
付
近
に
つ

い
て
、
既
に
増
淵
龍
夫
氏
・
五
井
直
弘
氏
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

異
な
る
観
点
か
ら
の
説
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

増
淵
氏
の
観
点）

12
（

は
、
晋
の
社
会
・
権
力
構
造
、
そ
れ
も
「
分

邑
・
別
県
」
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
漢
代
に
お
い
て
上
党
郡

に
分
類
さ
れ
た
邑
に
は
「
春
秋
時
代
以
来
の
古
い
邑
の
後
身
が
多

い
」
こ
と
に
着
目
し
、
う
ち
、『
左
伝
』
昭
公
二
十
八
（
前
五
一

四
）
年
の
条
に
見
え
る
に
関
わ
る
祁
氏
七
邑
・
羊
舌
氏
三
邑
に
つ

い
て
は
、
既
に
春
秋
時
代
か
ら
晋
の
〈
縣
〉
に
な
っ
て
い
た
こ
と

を
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
〈
縣
〉
で
は
、「
専
制
的
君

主
権
力
の
樹
立
を
み
た
と
さ
れ
る
漢
代
に
お
い
て
も
」「
晋
の
公

族
の
子
孫
が
多
く
」
土
豪
化
し
、
そ
の
「
土
豪
の
も
つ
社
会
的
規

制
力
」
を
、
専
制
権
力
の
郡
県
支
配
が
む
し
ろ
利
用
し
た
場
合
も

あ
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
地
の
「
俗
は
党
す
」
と
さ
れ
る
通
り
、

出
身
者
は
漢
代
に
な
っ
て
も
私
的
な
復
讐
を
重
ん
じ
、
国
家
権
力

の
下
に
出
仕
し
な
い
「
強
毅
な
逸
民
」
の
存
在
を
確
認
で
き
る
、

と
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

五
井
氏
の
観
点
は
、
増
淵
氏
同
様
、
祁
氏
・
羊
舌
氏
の
邑
を
主

な
対
象
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
自
然
地
理
的
条
件
に
着
目
し
た
も
の

で
、
旧
注
の
ほ
か
高
士
奇
『
春
秋
地
名
考
略
』
や
『
水
経
注
』・

『
大
清
一
統
志
』
等
、
後
世
の
地
理
的
研
究
を
も
精
査
し
た
上
で
、

そ
れ
ら
の
邑
は
比
較
的
広
い
範
囲
に
散
在
し
、
し
か
も
そ
の
多
く

が
、「
山
地
か
ら
流
出
す
る
河
川
に
沿
い
、
山
地
と
平
野
部
と
の

接
点
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
処
に
位
置
し
て
い
た
」
と
指
摘
し
て

い
る
。
同
じ
春
秋
晋
の
邑
と
い
っ
て
も
、
増
淵
氏
が
別
に
分
析
さ

れ
た
温
や
原
│
黄
河
中
流
域
の
平
原
、
す
な
わ
ち
元
来
周
王
の
保

有
地
だ
っ
た
場
所
と
は
異
な
る
立
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
よ
う
な
立
地
条
件
は
、
木
村
正
雄
氏
に
よ
る
い
わ
ゆ

る
「
第
一
次
農
地
説
」
を
実
証
す
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
も
の

の
、
こ
れ
ら
「
春
秋
時
代
の
邑
の
多
く
が
、
魏
晋
の
頃
ま
で
政
治

生
命
を
も
ち
つ
づ
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
木
村
氏
の
い
う
「
第
二

次
農
地
説
」
と
は
、
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

と
、
分
析
す
る
の
で
あ
る
。）

13
（
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両
氏
の
見
解
は
、
祁
氏
・
羊
舌
氏
の
邑
と
さ
れ
て
い
る
地
名
に

つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
が
、
五
井
説
に
従
え
ば
、
そ
れ
ら
は
ほ
ぼ

黄
河
と
汾
水
に
挟
ま
れ
た
地
域
、
現
在
の
太
原
南
西
方
面
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
重
耳
す
な
わ
ち
後
の
文
公
が
、
父
献
公
に
追
わ
れ

た
地
・
蒲
は
、
狄
の
勢
力
範
囲
に
近
い
北
方
の
、
現
在
の
山
西
省

隰
県
北
で
あ
る
と
考
え
る
説
が
多
く
、
基
本
的
に
従
い
た
い
。
た

だ
、
後
の
恵
公
・
夷
吾
が
送
ら
れ
た
地
・（
二
）
屈
に
つ
い
て
は
、

大
同
付
近
の
山
西
省
吉
県
北
付
近
と
見
る
の
が
通
例
で
あ
る
も
の

の
、
杜
註
は
両
所
を
「
今
の
平
陽
（
侯
国
↓
郡
）
の
」
蒲
子
県
・

北
屈
県
と
し
て
い
て
、
こ
れ
を
採
れ
ば
現
在
の
臨
汾
市
付
近
と
な

り
、
五
井
説
で
の
祁
氏
・
羊
舌
氏
の
諸
邑
に
近
い
。
い
ず
れ
が
是

か
定
め
る
の
は
容
易
で
な
い
が
、
夷
吾
が
郤
芮
に
勧
め
ら
れ
て
結

果
的
に
逃
れ
た
梁
は
、
明
ら
か
に
太
原
の
西
南
方
で
黄
河
を
渡
っ

た
秦
に
近
い
場
所
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
夷
吾
（
恵
公
）
は
、
祁

氏
・
羊
舌
氏
の
邑
と
な
る
地
域
に
つ
い
て
も
関
わ
り
を
持
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。

〈
爰
田
〉
を
作
っ
た
時
の
君
主
は
、
秦
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
は

い
え
、
ま
だ
一
往
恵
公
で
あ
る
。
こ
の
時
、〈
朝
〉
し
恵
公
の
提

案
に
涙
し
て
〈
爰
田
〉
を
作
っ
た
人
々
は
、
晋
の
「
国
人
」
の
中

で
も
、「
私
的
な
復
讐
を
重
ん
じ
」
る
気
風
を
形
成
す
る
人
々
の

祖
先
を
含
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
恵
公
に
恩
義
を
感
じ
易
い

感
性
の
人
々
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
両
氏
の
所
説
は
、
爰
田
の
問
題
を
理
解
す
る
上

で
も
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
の
だ
が
、
五
井
氏
の
手
法
の
よ

う
に
、
後
世
の
地
理
的
記
載
を
そ
の
ま
ま
参
照
し
て
ゆ
く
こ
と
に

は
、
や
や
躊
躇
い
を
覚
え
る
。
こ
の
黄
河
湾
曲
部
付
近
と
汾
水
の

流
域
は
、
相
当
程
度
洪
水
・
地
震
等
に
見
舞
わ
れ
、
地
形
が
変
更

し
た
と
の
記
載
が
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
前
述
し
た
通
り
、
そ
の
爰
田
の
立
地
が

現
行
『
左
伝
』
の
内
部
に
限
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る

か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

先
ず
は
、
晋
全
体
の
地
理
的
環
境
を
考
え
て
み
よ
う
。

前
六
三
二
年
、
文
公
が
楚
を
相
手
に
一
大
合
戦
を
し
た
著
名
な

城
濮
の
戦
い
に
臨
ん
で
、
不
安
が
る
文
公
に
子
犯
は
、「
戦
っ
て

勝
て
ば
必
ず
諸
侯
の
支
持
を
得
ら
れ
る
し
、
勝
て
な
く
て
も
、
晋

は
裏
表
と
も
山
河
だ
か
ら
、
き
っ
と
害
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
」
と
応

じ
て
い
る）

14
（

。
つ
ま
り
、
晋
の
基
本
的
な
地
理
環
境
に
関
し
て
、
東

は
太
行
山
脈
、
西
は
呂
梁
山
脈
に
守
ら
れ
て
安
全
だ
、
と
い
う
意

識
を
皆
が
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

城
濮
の
戦
い
か
ら
約
百
年
を
経
た
前
五
三
八
年
、
強
大
に
な
っ

た
楚
が
、
諸
侯
を
集
め
て
会
盟
し
よ
う
と
し
、
晋
に
そ
の
承
諾
を

求
め
た
記
録
で
は
、
時
の
晋
公
・
平
公
が
、
楚
を
盟
主
と
す
る
会
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盟
を
嫌
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
、
と
あ
る
。

「
晋
に
は
、
危
う
く
な
ら
な
い
三
つ
の
条
件
が
あ
る
か
ら
、
敵

う
も
の
な
ど
無
い
は
ず
だ
。
国
が
険
要
で
あ
る
こ
と
、
馬
が
多
い

こ
と
、
齊
と
楚
に
難
事
が
多
い
こ
と
だ
。」）

15
（

つ
ま
り
、
恵
公
や
重
耳
の
時
代
か
ら
百
年
を
経
て
も
山
勝
ち
な

地
形
は
変
ら
ず
、
馬
が
多
か
っ
た
よ
う
で
、
の
ち
魏
晋
期
に
な
っ

て
も
北
方
の
み
な
ら
ず
屈
付
近
に
は
馬
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。

肥
沃
な
河
南
の
耕
地
は
、
周
王
か
ら
の
下
賜
に
よ
っ
て
支
配
可
能

に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

馬
が
多
い
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
は
、
晋
で
は
牧
畜
民
が

勢
力
を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
重
耳
が
献
公
か
ら

任
さ
れ
た
任
地
・
蒲
城
も
、
上
述
し
た
隰
県
説
を
採
れ
ば
無
論
の

こ
と
、
現
代
の
太
原
の
西
方
、
呂
梁
山
脈
の
中
の
五
鹿
山
麓
に
あ

る
蒲
子
県
説
を
採
る
場
合
で
も
、
赤
狄
の
勢
力
範
囲
だ
っ
た
と
さ

れ
る
。
大
戎
を
母
に
持
つ
重
耳
に
と
っ
て
、
狄
の
勢
力
へ
の
抵
抗

感
は
少
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
驪
姫
の
乱
に
さ
い
し
て
も

重
耳
は
、
前
述
の
通
り
先
ず
こ
の
赤
狄
の
勢
力
範
囲
に
逃
亡
し
て

い
る
。

平
公
の
時
代
か
ら
約
30
年
後
、『
左
伝
』
襄
公
四
（
前
五
六

九
）
年
の
条
に
は
、
時
の
晋
公
・
悼
公
が
、
ひ
そ
か
に
「
虎
豹
之

皮
」（
す
な
わ
ち
明
ら
か
に
狩
猟
の
所
産
）
を
賂
と
し
て
受
け

取
っ
て
諸
戎
と
の
講
和
を
説
い
た
魏
絳
（
晋
の
新
軍
の
佐
）
に
向

か
っ
て
語
っ
た
言
葉
が
残
る
。

「
戎
狄
に
は
、
親
近
の
情
が
な
く
、
貪
欲
で
あ
る
。
攻
め
込
む

ほ
う
が
よ
い
。」）
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す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
戎
も
狄
も
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、
魏
絳
は
、「
戎
は
禽
獸
で
す
」
と
い
っ
た
言
葉
を
吐

き
つ
つ
も
、
国
際
情
勢
上
、
戎
と
は
戦
わ
な
い
で
楚
を
警
戒
し
、

陳
を
救
う
べ
き
だ
、
と
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
展
開
す
る
。
そ
し
て
狩

猟
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
た
悼
公
に
対
し
、
夏
王
朝
の
后
羿
の
伝
説

を
引
い
て
人
材
登
用
の
大
切
さ
を
説
い
た
。
悼
公
が
「
で
は
、
戎

と
和
せ
、
と
い
う
の
か
？
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、
反
対
に

「
戎
と
講
和
す
れ
ば
、
五
つ
の
利
が
生
じ
ま
す
。
戎
狄
は
集

ま
っ
て
（
草
地
に
）
住
み
、
財
貨
を
重
ん
じ
土
地
を
軽
視
す
る
。

だ
か
ら
土
地
を
買
い
取
り
や
す
い
。
こ
れ
が
一
つ
。
ま
た
辺
境
地

帯
に
心
配
が
無
く
な
れ
ば
、
民
は
の
ん
び
り
農
作
業
が
で
き
、
農

業
収
入
も
挙
が
る
。
こ
れ
が
二
つ
目
。
戎
狄
が
晋
に
仕
え
れ
ば
近

隣
諸
国
は
驚
い
て
諸
侯
も
信
服
し
て
く
る
。
こ
れ
が
第
三
。
徳
に

よ
っ
て
戎
を
な
つ
か
せ
れ
ば
、
軍
隊
は
動
か
ず
、
武
器
も
破
損
し

な
い
。
こ
れ
が
第
四
。
后
羿
の
教
訓
に
鑑
み
、
節
度
の
あ
る
施
政

を
な
さ
れ
ば
遠
国
は
来
朝
し
近
国
は
安
心
す
る
。
こ
れ
が
第
五
で

す
。
公
は
ご
検
討
下
さ
い
。」
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え
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悼
公
は
喜
ん
で
、
魏
絳
を
派
遣
し
戎
の
諸
部
族
と

盟
約
を
交
さ
せ
、
民
政
に
も
努
め
て
狩
猟
は
農
事
が
暇
な
季
節
に

行
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

魏
絳
の
戎
狄
観
は
極
め
て
功
利
的
で
、
戎
狄
自
体
に
対
し
て
何

ら
か
の
影
響
・
支
配
力
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ

ば
戎
狄
と
の
共
存
を
前
提
に
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
晋
の
「
国

益
」
を
考
え
て
い
る
。
一
往
、
農
業
を
重
視
し
て
は
い
る
も
の
の
、

農
業
経
営
に
何
ら
か
の
思
想
的
・
政
治
的
機
能
を
求
め
は
せ
ず
、

北
方
の
草
原
地
帯
は
、
そ
の
ま
ま
の
存
在
と
し
て
認
め
、
個
々
に

入
植
し
て
開
墾
す
る
農
業
経
営
者
な
い
し
民
が
適
度
に
開
発
す
れ

ば
よ
し
、
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
戎
狄
と
頻
繁
に
交
戦
を
繰
り
返

し
、
そ
の
軍
事
力
・
政
治
勢
力
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
春
秋
時
代

の
晋
で
は
、
彼
ら
を
軍
事
的
に
制
圧
し
た
り
、
政
策
的
に
懐
柔
し

よ
う
、
と
い
う
発
想
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

魏
絳
の
子
孫
は
、
戦
国
時
代
に
な
る
と
晋
の
勢
力
範
囲
を
分
割

し
た
形
で
魏
の
国
を
建
て
た
。
魏
で
は
、
自
然
環
境
に
対
し
て
も
、

河
南
を
開
発
し
て
一
面
の
穀
物
作
地
帯
と
し
た
り
、
ア
ル
カ
リ
地

灌
漑
な
ど
農
耕
不
適
地
の
改
造
を
試
み
た
り
と
積
極
的
で, 

強
国

と
な
っ
て
勢
力
を
振
る
っ
た
。
し
か
し
、
春
秋
時
代
の
魏
絳
に
は
、

そ
の
よ
う
な
自
然
改
造
へ
の
関
心
は
、
全
く
見
ら
れ
な
い
。
こ
の

よ
う
に
自
然
を
、
農
耕
適
地
は
農
耕
適
地
と
し
て
、
ま
た
草
地

（
│
牧
地
）
は
草
地
と
し
て
見
る
の
が
、
当
時
の
一
般
的
傾
向

だ
っ
た
の
か
、
或
は
、
先
祖
が
夷
狄
の
中
で
暮
ら
し
た
こ
と
も
あ

る
、
と
の
伝
説
を
持
つ
、
魏
氏
に
固
有
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
は
、

明
ら
か
で
な
い
。

だ
か
ら
、
宣
公
七
（
前
六
〇
二
）
年
に
な
っ
て
も
、
不
作
な
ど

が
あ
れ
ば
、
嘗
て
重
耳
を
保
護
し
た
赤
狄
が
晉
に
侵
入
し
て
向
陰

の
禾
を
刈
り
取
っ
て
持
ち
去
る
、
と
い
っ
た
事
件
が
起
こ
る
。
そ

こ
で
宣
公
十
一
年
、
晉
の
有
力
者
郤
成
子
は
狄
の
諸
部
族
と
折
り

合
い
を
つ
け
よ
う
と
望
ん
だ
。
狄
の
諸
部
族
の
方
も
赤
狄
に
使
役

さ
れ
る
状
況
を
嫌
が
っ
て
い
た
の
で
、
遂
に
晉
に
服
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
秋
、
欑
函
で
会
盟
し
、
こ
こ
に
狄
の
諸
部
族
は
晋
に
服

属
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
録
か
ら
は
、
狄
同
士
の
対
立
を
利
用

し
て
服
属
さ
せ
よ
う
、
と
い
う
晋
支
配
者
層
の
意
識
が
見
え
る
。

晋
の
支
配
者
層
に
と
っ
て
、
自
然
環
境
と
そ
こ
に
住
む
人
間
は
、

中
原
の
勢
力
に
よ
っ
て
無
理
な
人
為
的
改
造
を
図
る
べ
き
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
在
り
様
に
応
じ
て
徐
々
に
状
況
を
改
善
し

て
ゆ
く
道
が
採
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
下
っ
て
前
五
八
六
年
、
晋
の
景
公
の
時
、
都
を
絳
か
ら

移
転
す
る
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
。
こ
の
記
録
は
、
前
述
の
五
井

説
も
参
照
し
て
お
い
で
の
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
貴
族
た
ち
は
、

郇
瑕
氏
の
地
が
よ
い
、
と
主
張
し
た
。
土
壌
が
肥
沃
で
塩
池
に
も
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近
く
、
利
益
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
中
軍
の

将
・
韓
獻
子
に
こ
れ
に
つ
い
て
問
う
と
反
対
し
た
。「
郇
瑕
氏
の

地
は
地
下
水
位
が
浅
く
汚
物
が
溜
ま
り
や
す
い
か
ら
民
は
悩
み
体

が
弱
っ
て
脚
気
な
ど
の
病
気
に
な
り
や
す
い
。
新
田
と
い
う
土
地

が
い
い
で
し
ょ
う
。
土
層
が
厚
く
地
下
水
位
は
深
く
て
、
病
気
に

な
り
ま
せ
ん
。
汾
水
や
澮
水
が
汚
物
を
流
し
去
り
ま
す
。
そ
れ
に
、

民
の
従
順
さ
は
、
十
世
の
利
益
で
す
。
山
澤
や
林
、
塩
池
は
、
確

か
に
国
の
宝
で
す
が
、
国
が
豊
か
だ
と
民
は
驕
っ
て
怠
け
ま
す
。

塩
池
の
よ
う
な
宝
に
近
い
と
結
局
公
室
は
貧
し
く
な
る
の
で
す
。

ど
う
し
て
楽
し
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。」
と
答
え
た
の
で
、
景
公

は
喜
ん
で
こ
れ
に
従
い
、
夏
四
月
、
新
田
に
都
を
移
し
た
。）
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こ
の
韓
獻
子
の
自
然
観
は
、
民
が
自
由
に
利
益
を
獲
得
し
や
す

い
採
集
経
済
に
依
拠
す
る
国
家
財
政
策
を
否
定
し
、
む
し
ろ
民
衆

の
従
順
さ
を
生
む
一
定
程
度
の
貧
困
を
歓
迎
し
て
お
り
、
後
年
に

普
及
す
る
穀
物
生
産
重
視
策
に
近
い
。
戦
国
時
代
に
韓
を
建
て
た

一
族
の
祖
先
・
韓
獻
子
ら
し
い
当
時
と
し
て
は
突
出
し
た
卓
見
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
塩
池
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
に
拠
っ
て
富
を
得
ら
れ
る
、
と
単
純
に
考
え
た
他
の
貴
族
た
ち

の
意
見
が
、
晋
本
来
の
一
般
的
輿
論
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
土
地
は
、
五
井
氏
が
理
解
し
て
お
い
で
の
通
り
、

「
第
一
次
農
地
」
の
条
件
に
も
合
致
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
む

し
ろ
こ
の
史
料
自
体
が
語
る
よ
う
に
、
そ
う
い
う
地
形
は
、
塩
・

鉱
物
資
源
・
木
材
等
々
、
穀
物
生
産
以
外
の
経
済
性
を
も
保
有
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
植
物
生
産
に
限
っ
て
も
、
後
世
、
例
え
ば

三
国
呉
の
山
村
や
、
宋
代
の
圩
に
も
明
ら
か
な
如
く
、
山
間
の
扇

状
地
や
谷
口
は
、
桑
・
茶
・
竹
・
柑
橘
類
等
々
、
経
済
作
物
た
り

う
る
植
物
の
自
生
・
育
成
・
栽
培
に
適
し
て
い
る
（
逆
に
言
え
ば
、

一
般
的
な
農
業
生
産
力
が
低
い
段
階
で
は
、
水
利
の
便
に
よ
り
比

較
的
穀
物
を
育
て
や
す
い
場
と
認
め
う
る
の
だ
が
、「
大
田
穀
作

主
義
」
を
以
っ
て
大
量
の
穀
物
が
得
ら
れ
る
時
代
に
な
る
と
、
相

対
的
に
生
産
性
が
低
く
な
る
）
場
所
な
の
で
あ
っ
て
、
お
の
ず
と

商
業
活
動
を
誘
発
す
る
生
産
条
件
を
備
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
社

会
全
体
の
穀
物
生
産
余
剰
が
増
加
す
れ
ば
、
商
業
活
動
や
手
工
業

生
産
に
特
化
し
た
産
業
も
発
生
し
う
る
場
所
だ
と
い
え
よ
う
。
そ

れ
に
眼
を
向
け
て
い
た
一
般
貴
族
た
ち
の
感
性
を
、
一
概
に
不
見

識
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
が
、〈
先
進
的
〉
な
「
大
田
穀
作

主
義
」
を
以
っ
て
国
家
へ
の
権
力
集
中
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
韓

獻
子
の
観
点
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
が
愚
か
し
く
思
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

四　

軍
事
費
の
実
態

さ
て
、
爰
田
を
生
み
出
し
た
恵
公
と
秦
・
穆
公
と
の
交
戦
に
つ
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い
て
、
穆
公
が
、
戦
争
の
行
方
を
占
わ
せ
た
逸
話
に
注
目
し
た
い
。

卜
徒
父
と
い
う
占
い
役
に
占
わ
せ
る
と
吉
と
出
た
。
…
…
易
の

結
果
、
そ
の
卦
は
「
蠱
」
だ
っ
た
。
卜
徒
父
は
説
明
し
て
、「
蠱

の
卦
の
下
半
分
は
、
風
を
意
味
し
、
秦
に
あ
た
り
ま
す
。
上
半
分

は
、
山
の
意
味
で
晋
に
あ
た
り
ま
す
。
秋
に
な
れ
ば
、
我
々
秦
の

軍
は
風
で
す
か
ら
、
晋
を
暗
示
す
る
山
の
木
の
実
を
落
と
し
、
材

木
を
取
っ
て
し
ま
う
の
で
、
勝
て
る
の
で
す
。
木
の
実
が
落
ち
て

し
ま
い
、
材
木
を
無
く
し
て
し
ま
う
と
な
る
と
、（
晋
は
）
負
け

な
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
述
べ
た）
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こ
の
時
、
秦
と
晋
の
戦
端
を
開
く
原
因
と
な
っ
た
五
つ
の
城
と

は
、
互
い
の
勢
力
境
界
付
近
で
、
黄
河
と
渭
水
の
合
流
点
付
近
に

あ
る
。
今
日
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
の
対
象
と
な
る
干
潟
も
あ
れ
ば
、

渭
水
上
中
流
由
来
の
ア
ル
カ
リ
堆
積
が
影
響
し
て
塩
化
潮
土
の
分

布
地
点
と
な
っ
た
り
、
遂
に
は
塩
池
を
形
成
し
て
い
る
場
所
、
或

は
崋
山
や
雪
花
山
、
稷
王
山
な
ど
の
山
岳
、
そ
れ
に
切
り
立
っ
た

黄
河
の
岩
崖
な
ど
が
混
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
恵
公
も
韓
原

（
宗
丘
）
で
の
戦
闘
中
、
乗
っ
て
い
た
兵
車
が
泥
濘
に
嵌
ま
っ
て

捕
虜
に
な
っ
た
。

従
っ
て
、
こ
の
占
い
の
言
葉
が
、
実
際
の
地
形
を
想
起
さ
せ
る

も
の
だ
っ
た
と
す
る
と
、
秦
の
占
い
担
当
官
の
意
識
に
お
い
て
、

晋
の
山
に
は
、
実
の
な
る
樹
木
が
生
え
て
い
て
、
そ
の
樹
幹
こ
そ

が
戦
車
な
ど
軍
備
に
必
要
な
資
材
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

な
り
は
し
な
い
か
。
春
秋
時
代
に
お
い
て
は
、
秦
も
晋
も
、
し
ば

し
ば
相
手
国
に
穀
物
援
助
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
ほ
ど
、
不
安
定

な
農
業
生
産
段
階
に
あ
っ
た
。
逆
に
、
樹
木
の
生
育
す
る
山
に
は
、

山
自
体
に
利
用
価
値
が
あ
り
、
無
理
に
耕
地
化
す
る
対
象
で
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
戦
争
後
、
黄
河
東
岸
を
約
束
ど
お
り
支
配
下
に
置
い
た
秦

は
、
初
め
て
そ
の
地
か
ら
征
す
な
わ
ち
軍
事
費
を
徴
収
し
、
そ
れ

を
担
当
す
る
官
司
＝
役
所
を
設
置
し
た
、
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
征
」
の
徴
収
を
、
従
来
の
研
究
で
は
、
穀
物
徴
収
と
見
る

意
見
が
多
い
が
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
戦
国
後
期
以
降
の
成
立
で

あ
る
『
放
馬
灘
木
牘
』
の
地
図
に
明
ら
か）
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な
よ
う
に
、
樹
木
・
鉱

物
資
源
管
理
等
、
山
林
経
営
は
、
秦
に
お
い
て
、
官
司
の
職
務

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
当
時
の
戦
争
に
掛
る
費
用
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
か
。

前
述
し
た
城
濮
の
戦
い
の
描
写
を
参
考
に
し
て
み
よ
う
。
開
戦

に
先
立
っ
て
文
公
は
、
楚
側
の
陣
取
り
が
有
利
で
あ
る
こ
と
を
不

安
に
思
い
、
七
百
乘
の
兵
車
に
繋
ぐ
馬
の
革
紐
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、

さ
ら
に
丘
に
登
っ
て
閲
兵
し
て
規
律
正
し
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
、

付
近
の
樹
木
を
伐
採
し
て
武
器
の
数
を
増
や
し
た
、
と
さ
れ
て
い
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る
。
つ
ま
り
、
切
り
立
て
の
樹
幹
で
も
矛
や
槍
の
数
を
確
保
す
る

役
に
は
立
っ
た
の
だ
ろ
う
。

戦
闘
開
始
に
あ
た
っ
て
は
、
馬
に
虎
の
皮
を
被
せ
て
威
嚇
す
る

と
、
陳
や
蔡
の
軍
が
逃
走
し
て
楚
軍
の
右
翼
が
崩
れ
た
、
と
も
あ

る
。
車
に
柴
を
付
け
て
土
煙
を
上
げ
、
逃
走
を
偽
装
す
る
と
い
っ

た
戦
法
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

晋
側
の
大
勝
に
終
っ
た
戦
後
の
五
月
已
酉
、
周
王
は
、
文
公
を

侯
伯
に
策
命
し
、
乗
車
一
式
、
兵
車
一
式
、
朱
塗
り
の
弓
一
、
朱

の
矢
百
、
黒
漆
塗
り
の
弓
十
、
黒
塗
り
の
矢
千
、
キ
ビ
酒
一
壷
、

勇
士
三
百
人
を
賜
与
し
た
。）
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そ
の
後
、
今
度
は
晋
側
の
敗
戦
に
終
っ
た
宣
公
十
二
年
の
邲
の

戦
い
で
は
、
息
子
・
知
罃
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
に
も
拘
ら

ず
、
知
莊
子
は
族
員
を
率
い
て
戻
り
、
戦
闘
を
続
行
し
た
の
み
な

ら
ず
、
弓
を
射
る
と
き
、
箙
か
ら
抜
い
た
矢
が
良
い
も
の
に
当
る

と
、
そ
れ
を
一
々
、
御
者
を
務
め
て
い
た
廚
武
子
の
背
中
の
箙
に

戻
す
。
廚
武
子
が
「
ご
子
息
を
探
し
も
し
な
い
で
、
蒲
（
で
作
っ

た
矢
）
を
愛
し
む
の
で
す
か
。
蒲
な
ど
董
澤
に
い
く
ら
で
も
あ
る

で
し
ょ
う
に
」
と
批
難
し
た
。「
人
の
子
を
手
に
入
れ
な
い
と
、

わ
が
子
も
取
り
戻
せ
な
い
。
だ
か
ら
い
い
加
減
な
矢
の
使
い
方
は

し
な
い
の
だ
」
と
応
じ
、
楚
側
の
有
名
人
二
人
を
射
止
め
て
帰
還

し
た
、
と
あ
る）
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。

即
ち
、
武
器
や
車
の
材
料
で
あ
る
樹
木
や
大
型
草
類
も
、
そ
れ

ら
の
塗
料
で
あ
る
漆
や
朱
も
、
さ
ら
に
は
、
柴
（
潅
木
）
や
虎
の

皮
、
甲
の
材
料
で
あ
る
牛
や
犀
の
革
も
、
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ

る
よ
う
に
、
山
林
藪
澤
の
所
産
で
あ
る
。

前
節
に
見
た
通
り
、
晋
の
地
理
的
特
徴
は
、
山
が
ち
な
地
形
に

あ
り
、
軍
備
を
整
え
る
の
な
ら
そ
こ
か
ら
実
際
に
必
要
物
資
を
入

手
す
れ
ば
賄
い
う
る
は
ず
で
あ
る
。
無
論
、
兵
糧
は
必
要
で
あ
ろ

う
か
ら
、
耕
地
開
発
も
軍
事
的
準
備
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
確
か
だ

が
、
恵
公
が
国
人
に
賞
与
と
し
て
賜
与
し
た
も
の
は
、
既
耕
地
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
否
、
む
し
ろ
、「
州
兵
」
創
設
の
上
で
、
武

器
製
作
に
必
要
な
山
林
藪
澤
を
も
含
ん
で
い
た
と
見
る
べ
き
で
は

な
い
か
。

そ
も
そ
も
、
当
時
の
農
業
生
産
の
実
態
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
晋
の
場
合
、
先
に
見
た
城
濮
の
戦
い
に

お
い
て
、
文
公
が
聞
き
と
が
め
た
輿
人
の
歌
「
高
地
の
畑
に
草
茂

る
、
古
畑
棄
て
て
新
畑
起
そ
う
」）
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の
通
り
、
三
年
周
期
の
休
耕
が

通
例
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
な
れ
ば
、
賜
与
さ
れ
た
山
陵
を
利
用
し
て
、
そ
こ
を
食
料
生

産
に
も
役
立
つ
よ
う
な
、
つ
ま
り
一
定
期
間
の
開
墾
耕
作
と
一
定

期
間
の
休
耕
に
よ
る
林
地
の
回
復
と
を
視
野
に
組
み
込
ん
だ
土
地

利
用
こ
そ
、
軍
事
力
確
保
に
有
効
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。



『
左
伝
』
所
述
「
爰
田
」
考

二
九
九
（
二
九
九
）　

五　

誰
が
爰
田
を
耕
し
た
か

さ
て
、
冒
頭
に
見
た
〈
爰
田
〉
な
る
語
は
、『
左
伝
』
中
の
他

の
箇
所
に
は
登
場
し
な
い
。
が
、
こ
の
恵
公
の
施
策
自
体
に
関
し

て
は
、『
左
伝
』
後
半
部
に
も
、
追
憶
の
形
で
記
載
が
あ
る
。

襄
公
十
四
（
前
五
五
九
）
年
の
条
に
、
晋
の
有
力
者
と
な
っ
た

范
宣
子
が
、
戎
の
首
領
・
戎
子
駒
支
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
た
折
の

問
答
で
あ
る
。
范
宣
子
が

「
来
た
れ
、
姜
戎
氏
よ
。
昔
秦
人
が
汝
の
祖
・
吾
離
を
瓜
州
に

追
い
や
ろ
う
と
し
た
時
、
吾
離
は
白
茅
の
菰
を
身
に
ま
と
い
、
棘

の
冠
を
被
っ
て
（
罪
び
と
の
恰
好
を
し
て
）
我
が
先
君
に
来
帰
し

た
。
我
が
先
君
恵
公
は
、
耕
地
が
充
分
で
は
な
か
っ
た
の
に
、
汝

に
そ
の
半
分
を
割
い
て
汝
ら
を
養
っ
た
。
…
…
」

と
述
べ
る
と
、
戎
子
駒
支
は

「
昔
、
秦
人
は
衆
を
頼
ん
で
土
地
を
貪
り
、
我
等
諸
戎
を
追
い

払
お
う
と
し
ま
し
た
。
恵
公
様
は
大
徳
を
以
っ
て
わ
れ
ら
に
南
の

郊
外
の
田
を
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
土
地
は
、
狐
・
狸
が
棲
み

豺
・
狼
の
吠
え
る
所
で
し
た
。
我
ら
諸
戎
は
そ
の
荊
棘
を
刈
り
払

い
、
狐
狸
豺
狼
を
驅
い
は
ら
っ
て
、
恵
公
様
の
不
侵
不
叛
の
臣
と

な
り
、
今
に
至
る
ま
で
離
反
し
た
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

…
…
」

と
答
え
、
そ
の
後
文
公
の
下
で
も
、
晋
が
秦
や
鄭
と
戦
う
に
際

し
て
晋
の
指
揮
の
下
に
活
躍
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る）
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。
つ

ま
り
、
郤
乞
に
よ
っ
て
宮
殿
前
に
呼
び
集
め
ら
れ
恵
公
が
賞
し
た

対
象
、「
国
人
」
に
は
、
諸
戎
が
含
ま
れ
て
い
た
と
見
ね
ば
な
る

ま
い
。
爰
田
が
作
ら
れ
た
土
地
の
中
に
は
、
荊
棘
を
刈
り
取
り
狐

狸
豺
狼
を
駆
逐
し
て
開
墾
せ
ね
ば
な
ら
な
い
土
地
を
含
ん
で
い
た

こ
と
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
戎
子
駒
支
の
言
葉
が
全
く
の

デ
タ
ラ
メ
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
会
話
の
後
、
戎
の
会
盟
参
加

が
許
さ
れ
る
は
ず
は
無
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
…
…
。
通
例
、「
国

人
」
は
都
邑
の
中
に
住
む
貴
族
層
・
有
力
層
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
恵
公
の
場
合
、
献
公
に
任
さ
れ
た
任
地
・
屈
も
、
吉
県
説
・

北
屈
県
説
い
ず
れ
を
採
る
に
せ
よ
、
重
耳
が
赴
い
た
蒲
城
ほ
ど
北

で
は
な
い
も
の
の
、「
疆
」
す
な
わ
ち
晋
に
と
っ
て
の
辺
境
で

あ
っ
て
狄
や
戎
に
隣
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
呼
び
集
め
ら
れ
た

「
国
人
」、
恵
公
に
忠
実
だ
っ
た
「
晋
」
の
人
々
の
中
に
、
夷
吾
の

母
で
あ
る
小
戎
の
親
族
は
じ
め
戎
の
諸
部
族
に
由
来
す
る
者
も
居

た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
「
賞
」
と
さ
れ
た

土
地
も
、
范
宣
子
は
「
田
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
実
際
は
、
狐

狸
が
棲
み
棘
の
生
い
茂
る
林
地
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
西
周
期
以

来
の
整
然
た
る
耕
地
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

否
、
寧
ろ
、
そ
の
よ
う
な
林
地
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、「
州
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兵
」
を
作
る
、
つ
ま
り
軍
備
増
強
を
果
た
す
た
め
、
諸
物
品
を
作

成
す
る
原
料
供
給
地
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
爰
田
と
は
、
そ
の
よ
う
な
場
所
を
開
墾
し
て
ゆ
く
農

法
・
経
営
方
式
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
方
法
は
、
後

年
、
秦
に
お
い
て
、
商
鞅
変
法
に
さ
い
し
て
は
、「
轅
田
」
と
呼

ば
れ
て
実
施
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
農
法
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
想
起
し
た
い
の
は
、
今
日
で
も
山
西
に
残
る
「
人
挽

犂
」）
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で
あ
る
。
土
地
で
は
「
強
（
鏹
）
犂
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
だ

が
、
長
い
棒
、
或
は
紐
で
ス
キ
サ
キ
を
繋
ぎ
、
複
数
の
人
数
で
こ

れ
を
引
く
の
で
あ
る
。
山
地
の
傾
斜
地
の
場
合
、
耕
地
化
す
る
に

は
、
所
謂
段
々
畑
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
斜
面
に
対
し
て
直

角
に
、
少
し
ず
つ
斜
面
を
切
り
取
っ
て
ゆ
く
に
は
、
多
く
の
人
力

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
転
げ
落
ち
な
い
た
め
に
も
、
複
数
の
人
間
の

共
同
作
業
が
望
ま
し
い
。
族
的
結
合
の
強
い
戎
の
人
々
だ
っ
た
れ

ば
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
農
具
を
思
い
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
。

「
爰
」
は
二
つ
の
手
の
間
で
土
地
を
挟
む
形
の
文
字
で
あ
っ
た
。

「
人
挽
犂
」
に
よ
る
共
同
耕
作
を
行
い
、
一
定
期
間
植
え
付
け
し

た
ら
休
耕
し
て
他
の
場
所
を
耕
す
こ
と
で
、
そ
の
地
は
ブ
ッ
シ
ュ

に
戻
る
。
田
を
換
え
る
意
味
も
そ
こ
か
ら
生
じ
て
き
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
棒
で
引
っ
張
る
形
は
、
あ
た
か
も
車
の
轅
の
よ
う
で
あ
る

か
ら
、
後
に
秦
で
は
「
轅
田
」
と
呼
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
。
秦
で
も
、

関
中
盆
地
で
は
な
く
、
商
鞅
変
法
の
実
施
区
域
と
考
え
ら
れ
て
い

る
黄
土
高
原
の
耕
地
化
に
お
い
て
は
、
段
々
畑
を
形
成
せ
ね
ば
な

ら
な
い
か
ら
、
晋
で
生
ま
れ
た
人
挽
犂
風
の
共
同
耕
作
用
具
が
有

効
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
晋
で
は
、
元
来
非
農
耕
民
で
あ
る
戎
狄
と
の
協
力
に

よ
っ
て
、
山
林
藪
澤
を
君
主
の
家
産
と
せ
ず
、
民
衆
の
開
発
に
任

せ
る
状
況
が
発
生
し
た
と
考
え
る
。
穀
物
生
産
地
と
す
る
か
、
灌

木
の
茂
る
武
具
材
料
の
調
達
地
と
す
る
か
、
個
々
の
人
間
集
団
に

任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
方
向
は
決
し
て
専
制
的
な
中
央
権
力
を
発
生
さ
せ

え
な
か
っ
た
。
戦
国
以
降
の
晋
が
、
所
に
よ
っ
て
は
見
渡
す
限
り

の
穀
物
作
地
帯
、
別
に
は
繁
華
な
商
業
都
市
等
を
含
み
、
且
つ
、

貨
幣
鋳
造
権
を
国
家
で
は
な
く
都
市
が
保
有
す
る
、
と
い
っ
た
社

会
構
造）
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を
持
っ
て
、
韓
・
魏
・
趙
三
国
に
分
裂
し
て
い
っ
た
の
は
、

必
然
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

結
論

春
秋
時
代
、
魯
や
鄭
で
は
、
穀
物
を
よ
り
効
率
的
に
か
つ
大
量

に
得
る
道
が
追
求
さ
れ
た
。
し
か
し
晋
で
は
、
そ
れ
は
必
ず
し
も

全
領
域
で
追
及
さ
れ
る
べ
き
国
家
戦
略
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
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ば
し
ば
穀
物
不
足
に
見
舞
わ
れ
て
も
、
穀
物
生
産
だ
け
に
生
活
を

集
中
さ
せ
る
暮
し
方
を
好
ま
な
い
人
間
集
団
を
も
、
晋
は
抱
え
て

い
た
。
彼
ら
は
、
周
辺
諸
国
が
民
を
穀
物
生
産
に
集
中
さ
せ
る
傾

向
を
見
せ
る
状
況
で
は
、
だ
か
ら
こ
そ
、
牧
畜
や
狩
猟
・
採
集
経

済
を
維
持
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
自
由
や
利
潤
に
敏
感
だ
っ
た
。

ま
た
、
周
室
と
の
近
親
的
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
た
晋
で
は
、

弱
体
化
す
る
周
室
の
支
配
領
域
を
、
覇
者
と
し
て
周
室
を
援
助
し

た
見
返
り
に
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
も
起
こ
り
、
黄
河
に
近
い

穀
物
生
産
適
地
は
、
そ
こ
に
お
い
て
確
保
で
き
た
。
山
が
ち
な
地

域
で
は
、「
強
兵
」
に
必
要
な
武
具
生
産
に
有
効
な
、
山
林
藪
澤

の
維
持
を
望
む
人
間
集
団
の
存
続
が
果
た
さ
れ
た
。
彼
ら
が
生
活

の
時
間
を
、
ど
の
程
度
、
穀
物
生
産
と
林
業
・
鉱
工
業
・
牧
畜
と

に
分
散
さ
せ
る
か
は
、
個
々
の
集
団
の
自
由
に
任
さ
れ
た
の
で
あ

る
。戦

国
時
代
、
領
域
国
家
が
成
立
し
て
ゆ
く
中
で
、
軍
事
力
を
強

化
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
初
め
て
、
歩
兵
中
心
の
戦
術
へ
の
転

換
と
相
俟
っ
て
、
人
口
維
持
の
た
め
の
「
富
国
」
が
鍵
と
な
っ
て

い
っ
た
。

以
上
が
、
現
行
『
左
伝
』
の
記
述
が
示
す
、
爰
田
を
巡
る
諸
状

況
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
春
秋
時
代
の
歴
史
的
実
態
と
み
な
し
う
る

も
の
か
、
後
世
の
何
も
の
か
が
「
春
秋
時
代
」
ら
し
さ
を
装
っ
て

創
作
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
以
上
だ
け
か
ら
は
判
定
し
難
い
。

そ
の
検
証
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
他
の
材
料
と

併
せ
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
須
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

が
、
従
来
、
あ
ま
り
に
恣
意
的
に
、
後
世
の
事
象
を
以
っ
て
解
釈

さ
れ
て
き
た
現
行
『
左
伝
』
所
述
の
〈
爰
田
〉
の
記
載
は
、
そ
れ

を
素
直
に
読
み
解
け
ば
、
以
上
の
よ
う
な
姿
を
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。

『
左
伝
』
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
言
葉
に
「
民
各
有
心
」
と
い

う
語
が
あ
る
。
別
に
も
述
べ
た）

27
（

よ
う
に
現
在
の
人
間
に
と
っ
て
は
、

人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
心
を
持
つ
、
と
い
う
現
象
は
、
余
り
に

も
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
左
伝
』
で
は
、「
国
」
の
政
治
が

上
手
く
運
ん
で
い
な
い
こ
と
の
現
わ
れ
と
し
て
非
難
さ
れ
る
。
が
、

晋
に
関
す
る
記
載
で
は
、
西
周
以
来
の
農
耕
民
で
あ
る
「
民
」
で

は
な
く
、
戎
狄
に
「
心
」
の
生
じ
る
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

自
由
な
「
心
」
を
持
ち
続
け
た
人
々
は
、
例
え
飢
饉
の
危
険
性

を
抱
え
て
も
、
過
酷
で
単
調
な
労
働
を
必
要
と
す
る
穀
物
生
産
に

集
中
す
る
こ
と
は
選
択
し
な
か
っ
た
。
山
林
藪
澤
の
経
営
を
確
保

し
、
鋭
利
で
強
力
な
武
器
や
多
く
の
馬
な
ど
軍
備
を
整
え
る
こ
と

で
、
必
要
と
あ
れ
ば
、
例
え
少
人
数
で
あ
っ
て
も
軍
事
的
な
優
位

を
保
ち
、
穀
物
が
多
く
確
保
さ
れ
た
場
所
か
ら
そ
れ
を
略
奪
す
る
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（
三
〇
二
）　

こ
と
も
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

無
論
、
戎
狄
内
部
の
力
関
係
か
ら
、
晋
に
従
属
す
る
こ
と
を
選

択
す
る
集
団
も
増
加
し
て
以
降
、
安
定
し
た
生
活
を
求
め
て
穀
物

生
産
に
従
事
す
る
者
も
増
加
し
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
朝
か
ら

晩
ま
で
、
ま
た
一
年
中
、
穀
物
生
産
に
集
中
す
る
こ
と
は
、
国
家

戦
略
と
し
て
強
制
さ
れ
な
い
限
り
、
全
て
の
人
々
が
選
択
す
る
生

き
方
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
光
景
を
も
『
左
伝
』
の
記
載

は
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

大
部
分
の
人
口
が
穀
物
生
産
に
従
事
す
る
社
会
は
、
人
口
増
が

必
須
の
戦
法
が
採
択
さ
れ
て
以
降
の
戦
国
時
代
の
領
域
国
家
に
お

い
て
、
巧
み
な
人
心
操
作
を
含
む
諸
政
策
に
よ
っ
て
、
人
工
的
に

作
り
出
さ
れ
た
。
二
〇
〇
〇
年
の
間
、
黄
河
流
域
を
沙
漠
化
か
ら

免
れ
さ
せ
、
広
域
に
単
一
の
穀
物
を
生
産
す
る
「
大
田
穀
作
様

式
」
は
、
個
々
人
の
生
活
観
に
極
め
て
強
力
な
影
響
を
与
え
つ
つ

施
行
さ
れ
た
、
戦
国
諸
国
家
の
政
策
・
政
治
思
想
に
よ
っ
て
実
現

し
た
の
で
あ
る
。

註（1
）　

原
宗
子
：『「
農
本
」
主
義
と
「
黃
土
」
の
発
生
│
古
代
中
國
の

開
發
と
環
境
2
│
』（
研
文
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
2
）　

原
宗
子
：『
古
代
中
國
の
開
發
と
環
境
│
管
子
地
圓
篇
研
究

│
』（
研
文
出
版
、
一
九
九
四
年
）。

（
3
）　

以
下
、『
左
伝
』
に
つ
い
て
は
、
阮
元
嘉
慶
二
十
年
刊
本
に
拠

る
世
界
書
局
影
印
本
に
拠
る
。
爰
田
に
関
わ
る
原
文
は
以
下
の
通

り
。『
左
伝
』
僖
公
十
五
年
条
。
晉
侯
使
郤
乞
告
瑕
呂
飴
甥
。
且
召

之
。
子
金
教
之
言
曰
：
朝
國
人
而
以
君
命
賞
。
且
告
之
曰
。
孤
雖

歸
。
辱
社
稷
矣
。
其
卜
貳
圉
也
。
眾
皆
哭
。
晉
於
是
乎
作
爰
田
。

（
4
）　

近
年
、
新
出
土
資
料
、
と
り
わ
け
畝
制
に
関
わ
る
数
値
を
明
記

し
た
記
録
（
例
え
ば
、
睡
虎
地
秦
律
、
青
川
木
牘
、
阜
陽
漢
簡
、

張
家
山
漢
墓
〈
二
年
律
令
〉、
等
々
）
が
、
多
数
発
見
さ
れ
、
秦
の

轅
田
に
つ
い
て
は
、
商
鞅
変
法
時
の
畝
制
変
更
を
前
提
と
し
た
夥

し
い
論
著
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
一
部
の
み
挙
げ
れ
ば
、
楊
寛

『
古
史
論
文
選
集
』
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
厳
賓
「
商

鞅
轅
田
制
研
究
」（『
河
北
学
刊
』
一
九
八
八
年
六
期
、
袁
林
『
両

周
土
地
制
度
新
論
』、
東
北
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
朱

紹
侯
「
論
漢
代
的
名
田
（
受
田
）
制
及
其
破
壊
」（『
河
南
大
学
学

報
』
二
〇
〇
四
年
第
一
期
、
李
岩
「
春
秋
中
期
晋
国
田
制
変
革
中

的
〝
国
人
〟
問
題
新
解
」（『
農
業
考
古
』
二
〇
一
三
年
三
期
）
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
伴
い
晋
の
爰
田
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
轅
田

の
淵
源
と
し
て
、
穀
物
生
産
地
の
耕
法
と
断
定
す
る
主
張
が
激
増

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
轅
田
と
爰
田
の
関
係
、
及
び
秦
の

轅
田
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
秦
の
轅
田
の
実
態
に
つ
い
て
は
畝
制
の
み
な
ら
ず
耕
作
技
術
、

実
施
地
域
の
自
然
環
境
等
を
含
め
て
多
角
的
に
検
討
す
る
必
要
が

あ
り
、
別
稿
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
本
報
告
で
は
省
略
す

る
。

（
5
）　

原
文
は
、
大
略
、
以
下
の
通
り
。『
左
傳
』
荘
公
二
十
八
年
条

〜
。
晉
獻
公
娶
于
賈
。
無
子
。
烝
於
齊
姜
。
生
秦
穆
夫
人
。
及
太



『
左
伝
』
所
述
「
爰
田
」
考

三
〇
三
（
三
〇
三
）　

子
申
生
。
又
娶
二
女
於
戎
。
大
戎
狐
姬
生
重
耳
。
小
戎
子
生
夷
吾
。

晉
伐
驪
戎
。
驪
戎
男
。
女
以
驪
姬
歸
。
生
奚
齊
。
其
娣
生
卓
子
。

驪
姬
嬖
。
欲
立
其
子
。
賂
外
嬖
梁
五
。
與
東
關
嬖
五
。
使
言
於
公

曰
。
曲
沃
。
君
之
宗
也
。
蒲
與
二
屈
。
君
之
疆
也
。
不
可
以
無
主
。

宗
邑
無
主
。
則
民
不
威
。
疆
埸
無
主
。
則
啟
戎
心
。
戎
之
生
心
。

民
慢
其
政
。
國
之
患
也
。
若
使
大
子
主
曲
沃
。
而
重
耳
夷
吾
主
蒲

與
屈
。
則
可
以
威
民
而
懼
戎
。
且
旌
君
伐
。
使
俱
曰
。
狄
之
廣
莫
。

於
晉
為
都
。
晉
之
啟
土
。
不
亦
宜
乎
。
晉
侯
說
之
。
夏
。
使
大
子

居
曲
沃
。
重
耳
居
蒲
城
。
夷
吾
居
屈
。
羣
公
子
皆
鄙
。
唯
二
姬
之

子
在
絳
。
二
五
卒
與
驪
姬
譖
羣
公
子
。
而
立
奚
齊
。
晉
人
謂
之
二

耦
。
…
…
僖
公
四
年
十
二
月
、
姬
遂
譖
二
公
子
曰
：「
皆
知
之
。」

重
耳
奔
蒲
、
夷
吾
奔
屈
。
…
…
五
年
春
、
晉
侯
使
以
殺
大
子
申
生

之
故
來
告
。
初
、
晉
侯
使
士
蒍
為
二
公
子
築
蒲
與
屈
、
不
慎
、
寘

薪
焉
。
夷
吾
訴
之
。
公
使
讓
之
。
及
難
、
公
使
寺
人
披
伐
蒲
。
重

耳
曰
「
君
父
之
命
不
校
。」
乃
徇
曰
「
校
者
、
吾
讎
也
。」
踰
垣
而

走
。
披
斬
其
袪
。
遂
出
奔
翟
。…
…
六
年
春
…
…
晉
侯
使
賈
華
伐
屈
。

夷
吾
不
能
守
、
盟
而
行
、
將
奔
狄
。
郤
芮
曰
、
後
出
、
同
走
罪
也
。

不
如
之
梁
。
梁
近
秦
而
幸
焉
。
乃
之
梁
。
…
…
九
年
九
月
晉
獻
公

卒
。
…
…
齊
隰
朋
帥
師
會
秦
師
、
納
晉
惠
公
。
…
…
十
五
年
、

…
…
賂
秦
伯
以
河
外
列
城
五
、
東
盡
虢
略
、
南
及
華
山
、
內
及
解

梁
城
、
既
而
不
與
。
晉
饑
、
秦
輸
之
粟
；
秦
饑
、
晉
閉
之
糴
、
故

秦
伯
伐
晉
。
故
秦
伯
伐
晉
。
…
…
壬
戌
。
戰
于
韓
原
。
晉
戎
馬
還

濘
而
止
。
…
…

（
6
）　

呂
甥
曰
。
君
亡
之
不
恤
。
而
羣
臣
是
憂
。
惠
之
至
也
。
將
若
君

何
。
眾
曰
。
何
為
而
可
。
對
曰
。
征
繕
以
輔
孺
子
。
諸
侯
聞
之
。

喪
君
有
君
。
羣
臣
輯
睦
。
甲
兵
益
多
。
好
我
者
勸
。
惡
我
者
懼
。

庶
有
益
乎
。
眾
說
。
晉
於
是
乎
作
州
兵
。

（
7
）　

松
丸
道
雄
「
西
周
時
代
の
重
量
單
位
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀

要
』
一
一
七
号
、
一
九
九
二
年
）・
白
川
静
、『
説
文
新
義
』
第
4

巻
、
白
鶴
美
術
館
、
一
九
七
〇
年
）。

（
8
）　

王
毓
銓
「
爰
田
解
」（『
王
毓
銓
史
論
集
』
上
、
中
華
書
局
二
〇

〇
五
年
）。

（
9
）　

楠
山
修
作
「
商
鞅
の
轅
田
に
つ
い
て
」、『
中
國
古
代
史
論
集
』

著
者
出
版
、
一
九
七
七
年
）。

（
10
）　

楊
寛
、『
商
鞅
變
法
』（
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
七
三
年
版

（
新
版
）。

（
11
）　

太
田
幸
男
、「
轅
田
攷
」、（『
中
國
古
代
國
家
形
成
史
論
』、
汲

古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）。

（
12
）　

増
淵
龍
夫
「
漢
代
郡
県
制
の
地
域
別
的
考
察　

そ
の
一
│
太

原
・
上
党
二
郡
を
中
心
と
し
て
│
」（
中
國
古
代
史
研
究
會
編
『
中

國
古
代
史
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）、
後
、
同
『
再

版　

中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）
に

再
録
。

（
13
）　

五
井
直
弘
「
春
秋
時
代
の
晋
の
大
夫
祁
氏
・
羊
舌
氏
の
邑
に
つ

い
て
│
中
国
古
代
集
落
史
試
論
」（『
中
國
古
代
史
研
究　

第
三
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）。

（
14
）　

原
文
：（『
左
傳
』
僖
公
二
十
八
年
・
前
六
三
二
年
条
）
戰
而
捷
。

必
得
諸
侯
。
若
其
不
捷
。
表
裏
山
河
。
必
無
害
也
。

（
15
）　

原
文
：（『
左
傳
』
昭
公
四
年
・
前
五
三
八
年
条
）
曰
。
晉
有
三

不
殆
。
其
何
敵
之
有
。
國
險
而
多
馬
。
齊
楚
多
難
。
有
是
三
者
。

何
鄉
而
不
濟
。

（
16
）　

原
文
：（『
左
傳
』
襄
公
四
年
・
前
五
六
九
年
条
）
因
魏
莊
子
納
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（
三
〇
四
）　

虎
豹
之
皮
。
以
請
和
諸
戎
。
晉
侯
曰
。
戎
狄
無
親
而
貪
。
不
如
伐

之
。

（
17
）　

原
文
：（『
左
傳
』
襄
公
四
年
・
前
五
六
九
年
条
、
同
上
）
魏
絳

曰
、
諸
侯
新
服
。
陳
新
來
和
。
將
觀
於
我
。
我
德
則
睦
。
否
則
攜

貳
。
勞
師
於
戎
。
而
楚
伐
陳
。
必
弗
能
救
。
是
棄
陳
也
。
諸
華
必

叛
。
戎
禽
獸
也
。
獲
戎
失
華
。
無
乃
不
可
乎
。
夏
訓
有
之
曰
。
有

窮
后
羿
。
公
曰
。
后
羿
何
如
。
對
曰
。
昔
有
夏
之
方
衰
也
。
后
羿

自
鉏
遷
于
窮
石
。
…
…
公
曰
。
然
則
莫
如
和
戎
乎
。
對
曰
。
和
戎

有
五
利
焉
。
戎
狄
荐
居
。
貴
貨
易
土
。
土
可
賈
焉
。
一
也
。
邊
鄙

不
聳
。
民
狎
其
野
。
穡
人
成
功
。
二
也
。
戎
狄
事
晉
。
四
鄰
振
動
。

諸
侯
威
懷
。
三
也
。
以
德
綏
戎
。
師
徒
不
動
。
甲
兵
不
頓
。
四
也
。

鑒
于
后
羿
。
而
用
德
度
。
遠
至
邇
安
。
五
也
。
君
其
圖
之
。
公
說
。

使
魏
絳
盟
諸
戎
。
脩
民
事
。
田
以
時
。

（
18
）　

原
文
：（『
左
傳
』
成
公
六
年
・
前
五
八
五
年
条
）
晉
人
謀
去
故

絳
。
諸
大
夫
皆
曰
。
必
居
郇
瑕
氏
之
地
。
沃
饒
而
近
盬
。
國
利
君

樂
。
不
可
失
也
。
韓
獻
子
將
新
中
軍
。
且
為
僕
大
夫
。
公
揖
而
入
。

獻
子
從
公
立
於
寢
庭
。
謂
獻
子
曰
。
何
如
。
對
曰
。
不
可
。
郇
瑕

氏
土
薄
水
淺
。
其
惡
易
覯
。
易
覯
則
民
愁
。
民
愁
則
墊
隘
。
於
是

乎
有
沈
溺
重
膇
之
疾
。
不
如
新
田
。
土
厚
水
深
。
居
之
不
疾
。
有

汾
澮
以
流
其
惡
。
且
民
從
教
。
十
世
之
利
也
。
夫
山
澤
林
盬
。
國

之
寶
也
。
國
饒
。
則
民
驕
佚
。
近
寶
。
公
室
乃
貧
。
不
可
謂
樂
。

公
說
。
從
之
。
夏
。
四
月
。
丁
丑
。
晉
遷
于
新
田
。

（
19
）　

原
文
：（『
左
傳
』
僖
公
十
五
年
・
前
六
四
五
年
条
）
故
秦
伯
伐

晉
。
卜
徒
父
筮
之
。
吉
。
…
…
其
卦
遇
蠱

。
曰
。
…
…
蠱
之
貞
。

風
也
。
其
悔
。
山
也
。
歲
云
秋
矣
。
我
落
其
實
。
而
取
其
材
。
所

以
克
也
。
實
落
材
亡
。
不
敗
何
待
。

（
20
）　

甘
肅
省
文
物
考
古
研
究
所
『
放
馬
灘
秦
簡
』（
中
華
書
局
、
二

〇
〇
九
年
）。

（
21
）　

原
文
：（『
左
傳
』
僖
公
二
十
八
年
・
前
六
三
二
年
条
）
…
…
晉

車
七
百
乘
。
韅
靷
鞅
靽
。
晉
侯
登
有
莘
之
虛
以
觀
師
。
曰
。
少
長

有
禮
。
其
可
用
也
。
遂
伐
其
木
。
以
益
其
兵
。
…
…
胥
臣
蒙
馬
以

虎
皮
。
先
犯
陳
蔡
。
陳
蔡
奔
。
楚
右
師
潰
。
狐
毛
設
二
旆
而
退
之
。

欒
枝
使
輿
曳
柴
而
偽
遁
。
楚
師
馳
之
。

（
22
）　

原
文
：（『
左
傳
』
宣
公
十
二
年
・
前
五
九
七
年
条
）
知
莊
子
以

其
族
反
之
。
廚
武
子
御
。
下
軍
之
士
多
從
之
。
每
射
。
抽
矢
菆
。

納
諸
廚
子
之
房
。
廚
子
怒
曰
。
非
子
之
求
。
而
蒲
之
愛
。
董
澤
之

蒲
。
可
勝
既
乎
。
知
季
曰
。
不
以
人
子
。
吾
子
其
可
得
乎
。
吾
不

可
以
苟
射
故
也
。
射
連
尹
襄
老
。
獲
之
。
遂
載
其
尸
。
射
公
子
穀

臣
。
囚
之
。
以
二
者
還
。

（
23
）　

原
文
：（『
左
傳
』
僖
公
二
十
八
年
・
前
六
三
二
年
条
）
夏
、
四

月
戊
辰
…
…
。
楚
師
背
酅
而
舍
。
晉
侯
患
之
。
聽
輿
人
之
誦
。
曰
。

原
田
每
每
。
舍
其
舊
而
新
是
謀
。

（
24
）　

原
文
：（『
左
傳
』
襄
公
十
四
年
・
前
五
五
九
年
条
）
來
。
姜
戎

氏
。
昔
秦
人
迫
逐
乃
祖
吾
離
于
瓜
州
。
乃
祖
吾
離
被
苫
蓋
。
蒙
荊

棘
。
以
來
歸
我
先
君
。
我
先
君
惠
公
有
不
腆
之
田
。
與
女
剖
分
而

食
之
。
今
諸
侯
之
事
我
寡
君
。
不
如
昔
者
。
蓋
言
語
漏
洩
。
則
職

女
之
由
。
詰
朝
之
事
。
爾
無
與
焉
。
與
將
執
女
。
對
曰
。
昔
秦
人

負
恃
其
眾
。
貪
于
土
地
。
逐
我
諸
戎
。
惠
公
蠲
其
大
德
。
謂
我
諸

戎
。
是
四
獄
之
裔
冑
也
。
毋
是
翦
棄
。
賜
我
南
鄙
之
田
。
狐
狸
所

居
。
豺
狼
所

。
我
諸
戎
除
翦
其
荊
棘
。
驅
其
狐
狸
豺
狼
。
以
為

先
君
不
侵
不
叛
之
臣
。
至
于
今
不
貳
。
昔
文
公
與
秦
伐
鄭
。
秦
人

竊
與
鄭
盟
。
而
舍
戍
焉
。
於
是
乎
有
殽
之
師
。
晉
禦
其
上
。
戎
亢



『
左
伝
』
所
述
「
爰
田
」
考

三
〇
五
（
三
〇
五
）　

其
下
。
秦
師
不
復
。
我
諸
戎
實
然
。
譬
如
捕
鹿
。
晉
人
角
之
。
諸

戎
掎
之
。
與
晉
踣
之
。
戎
何
以
不
免
。
自
是
以
來
。
晉
之
百
役
。

與
我
諸
戎
。
相
繼
于
時
。
以
從
執
政
。
猶
殽
志
也
。
豈
敢
離
逷
。

（
25
）　

天
野
元
之
助
、『
中
國
農
業
史
研
究
・
増
補
版
』（
お
茶
の
水
書

房
、
一
九
七
九
年
）。

（
26
）　

江
村
治
樹
『
春
秋
戰
國
秦
漢
時
代
出
土
文
字
資
料
の
研
究
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
27
）　

原
宗
子
「「
民
各
有
心
」
考
」（『
中
國
古
代
史
研
究　

第
七
』

（
研
文
出
版
、
一
九
九
八
年
）。


